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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１０月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２９年１２月１６日 １１時４５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市厳原
いづはら

港南東方沖 

豆酘
つ つ

埼灯台から真方位１１１°２０.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５８.７′ 東経１２９°３３.４′） 

事故の概要  漁船第三十勢
せい

成
じょう

丸は、南東進中、転覆した。 

事故調査の経過  平成２９年１２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十勢成丸、７.３トン 

 ＮＳ２－１３８３７（漁船登録番号）、美津島町高浜漁業協同組合 

 １３.１８ｍ（Lr）×３.０５ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２１kＷ、平成元年１１月３日 

第２９２－４２９４４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１５年１２月８日 

  免許証交付日 平成２５年１１月２２日 

         （平成３０年１２月７日まで有効） 

甲板員 男性 ３７歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２.５～３.０ｍ 

長崎県壱岐市及び対馬市には、平成２９年１２月１６日０４時４６

分に強風波浪注意報が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、はえ
．．

縄漁を行う目的で、平成

２９年１２月１５日１６時３０分ごろ対馬市高浜漁港を出港し、１９

時ごろから同市下島西方沖約９Ｍ付近で漁の餌に使ういか
．．

釣りを行っ

た後、２４時ごろ下島と壱岐市壱岐島との中間付近にある七里
し ち り

ケ曽根

と呼ばれる漁場に向けて移動を開始し、１６日０２時３０分ごろ同漁

場に到着した。 
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本船は漂泊し、船長及び甲板員が休息をとり、０６時３０分ごろか

らはえ
．．

縄漁の操業を開始し、枝縄３５本を取り付けた長さ約５５０ｍ

の幹縄を８本連結して投縄したのち、０８時３０分ごろから揚縄を開

始した。 

本船は、縄を３つまたは４つ揚げた１０時００分ごろ、船長が予想

より早めに風波が増勢していることに気付き、１１時３０分ごろぶり
．．

約１５０匹を漁獲して操業を終え、高浜漁港に向けて七里ケ曽根の東

北東側を発進した。 

本船は、発進時、左舷船首側の魚倉に漁獲物のぶり
．．

約２０匹、同魚

倉の船尾側に隣接する前部甲板の船首側から１列目の魚倉２区画にぶ
．

り
．
約４０匹、同２列目及び３列目の魚倉４区画にぶり

．．
約９０匹が入れ

られていて、ぶり
．．

約１５０匹の総重量は約１ｔであった。 

本船は、約７～８ノットの対地速力で手動操舵により北西進してい

たところ、正船首方から大きな波しぶきを受けるようになったので、

船長が、航行を中断して甲板員とともに左舷船首側の魚倉に入れてい

たぶり
．．

約２０匹を前部甲板の船首側から１列目の魚倉に移動させた。 

船長は、漁獲物の移動を終えて再び発進し、ゆっくりと増速しなが

ら北西進中、船首方から波が打ち込んで、操舵室から船首方が見えな

くなり、その後、左舷船首方から連続する波の打ち込みを受けて甲板

上に海水が滞留し、本船が左舷側に傾斜する状況となって転覆の危険

を感じたことから、漁業無線を使って本船の概位と状況を僚船に知ら

せ、救助を求めた。 

船長は、右に反転して追い波状態で航行することで甲板上に打ち込

んだ大量の海水を排水口から排水することとし、ゆっくりと右転して

船首を南東に向けた。 

本船は、左舷側への傾斜が戻らないまま船尾から風浪を受けて南東

進中、左舷側にゆっくりと大傾斜し、左舷側舷縁を越えて海水が流入

を始めたので、船長が、航行しながらの排水を断念して主機を中立運

転とし、操舵室後部の出入口付近に船尾方を向いて座った状態で喫煙

していた甲板員に転覆の危険を知らせ、海に飛び込むこととした。 

本船は、船長が、操舵室に置いていた救命胴衣を甲板員に着用させ

て船尾端から海へ飛び込ませ、甲板員に続いて海へ飛び込んだ後、１

１時４５分ごろ左舷側に転覆した。 

船長及び甲板員は、転覆した本船に泳いで戻り、船底に上がって救

助を待っていたところ、駆けつけた僚船により救助された。 

本船は、後日、船舶所有者が手配した船に引き起こされた後、美津

島町高浜漁業協同組合所属の漁船により高浜漁港までえい
．．

航されたも

のの、濡損等により全損となり、解撤処分となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船（左舷船首方から撮

影）、写真２ 本船（左舷船尾方から撮影）、写真３ 本船（船首及



- 3 - 

び前部甲板）、写真４ 本船（前部甲板の船首側から２列目及び３

列目の魚倉） 参照） 

 その他の事項  船長は、はえ
．．

縄漁を行う際、幹縄を１０本連結して使用していた

が、１６日昼から時化
し け

るとの気象情報を入手していたので、本事故

時、揚縄が早めに終わるよう、連結する幹縄を８本に減らしていた。 

本船は、前部甲板に横３列で魚倉が設けられていて、各列の魚倉は

中央の隔壁で左右に分割されており、船首側から１列目の魚倉２区画

には氷が入れられ、船首側から２列目及び３列目の魚倉４区画は船底

の蓋が開放されて、海水が自由に出入りできる状況であった。 

船長は、操業を終えて帰航を始めた頃、漁業無線を通して、先航し

ていた僚船から、波があって危ないので甲板上を片付けたかどうかを

問われ、片付けた旨を答えていた。 

船長は、海に飛び込んだ際、救命胴衣を着用していなかった。 

本船を救助した僚船は、高浜漁港に向けて帰航中、漁業無線で本船

からの救助要請を受け、レーダーで２.５Ｍ離れた本船の映像を確認

し、反転して救助に向かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、強風波浪注意報が発表されて風波が増勢する状況下、下島

南東方沖で操業を続けていたため、操業を終えて北西進中、船首方か

ら波を受けて甲板上に打ち込んだ海水が滞留し、船長が排水しようと

針路を反転させて南東進を開始したものの、滞留した海水が自由水と

なって移動し、左舷側に大きく傾斜したことで舷縁を越えて更に海水

が流入し、左舷側に転覆したものと考えられる。 

船長は、昼頃から時化ることを知っていたが、早期に操業を終えて

帰港するか安全な海域に避難しなかったことから、帰航を開始後、海

水が甲板上に打ち込む状況になったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、強風波浪注意報が発表されている状況下、下島

南東方沖で操業を続けていたため、操業を終えて北西進中、船首方か

ら波を受けて甲板上に打ち込んだ海水が滞留し、船長が排水しようと

針路を反転させて南東進を開始したものの、滞留した海水が自由水と

なって移動し、左舷側に大きく傾斜したことで舷縁を越えて更に海水

が流入し、左舷側に転覆したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中、気象及び海象の悪化が予想される場合、甲板上に海水が

打ち込んで船体のバランスを崩すことのないよう、気象の変化に

注意し、移動時間も考慮して、早期に操業を終えて帰港するか安
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全な海域へ避難すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

事故発生場所 

（平成２９年１２月１６日 

１１時４５分ごろ発生） 

高浜漁港 

豆酘埼灯台 

対馬市 

高浜漁港 

豆酘埼灯台 

いか釣り場所 

（拡大） 

下島 

下島 

上島 

福岡市 

福岡県 

山口県 

壱岐島 

厳原港 

七里ケ曽根 

事故発生場所 
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左舷船首側の魚倉 

写真１ 本船（左舷船首方から撮影） 

写真２ 本船（左舷船尾方から撮影） 
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左舷船首側の魚倉 

前部甲板の船首側

から１列目の魚倉 

前部甲板の船首側

から２列目の魚倉 

前部甲板の船首側

から３列目の魚倉 

前部甲板の船首側

から２列目の魚倉 

前部甲板の船首側

から３列目の魚倉 

写真４ 本船（前部甲板の船首側から２列目及び３列目の魚倉） 

船首 

写真３ 本船（船首及び前部甲板） 


